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新しく会長に就任いたしました服

部でございます。 
田村会長のもと、副会長として２

期６年間学ばせていただき、皆様方

のご指導を賜り、本会および本県水

産業発展のため、微力ながらも鋭意

努力して参りました。 
このたび、会長という大役をおおせつかり身の引

き締まる思いでございます。本県漁業を取り巻く環

境が激変する中、組織の合理化を図り的確な判断と

迅速な行動力を有する執行体制を目指し、竹沢専務、

尾崎常務、原常務という新しい執行体制でがんばり

たいと存じます。 
今後とも、会員の皆様のご協力を頂き、役職員一

致団結し一丸となって航路を誤ることなく前進し、

取扱い高の増大、利益の向上を目指し、より積極的

で効率的な事業運営を行い、本県水産業の発展のた

め、全力を傾けて参る決意であります。 
皆様方には、従前に増してご支援・ご協力を賜り

ますよう、お願い申し上げまして、就任の挨拶と致

します。 

平成１４年６月２７日の通常総会において、役員

改選とともに機構改革が行われ、役員は、副会長制

を廃止し３常務体制から２常務体制となった。また、

福岡営業所が、大阪支所から東京支所の管轄となっ

た。新しい組織図は別図のとおり。 
なお、同総会において１件の特別決議と１件の緊

急動議が採択された。１件は、今夏の知事選に関し

「真鍋知事推薦に関する特別決議」で、もう１件は、

「（財）香川県水産振興基金に対する出資を信漁連へ

の増資に振替えることについての緊急動議」。 

「真鍋知事推薦に関する特別決議」 

４年前、我々漁協系統をはじめ圧倒的多数の県民

の支持を受けて誕生した真鍋県政は、豊島問題の全

面解決、サンポート高松のオープンなど着実に実績

をあげるとともに、２１世紀の県政運営の基本方針

として、「香川県新世紀基本構想 みどり・うるお

い・にぎわい 創造プラン」を策定して、環境にやさ

しく、心豊かで、活力あふれる郷土の創造をめざし

て、誠心誠意、全力で取り組んでいる。 

別図                  組  織  図 
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水産業に関しても、「香川県水産業基本計画」を策

定して、本県水産業の進むべき道筋を示しながら、

厳しい財政状況にもかかわらず「産地競争力強化資

金制度」の創設や放流事業の予算確保など、暖かく

力強い支援がなされている。 
我々は、こうした真鍋知事と手を携えて、明るい

２１世紀の水産業を築いていくため、系統をあげて

支援する決意をこめて本総会の名において推薦決議

を行い、総力を結集して真鍋知事の必勝を期するも

のである。 

 

 ６月２７日に開催された通常総会において、役員

改選が行われ新会長には服部 郁弘氏が、専務理事に

は石原 均氏が選任された。 

社団法人 香川県水産振興協会 役員名簿 

役職名 氏  名 所   属 

会 長 服部 郁弘 
香川県漁業協同組合連合会 

代表理事会長 

副会長 増田 昌三 高松市 市長 

専務理事 
(常 勤) 

石原  均 員    外 

理 事 田村 敦市 
香川県信用漁業協同組合連合会 

代表理事会長 

理 事 名和 基延 
香川県東部漁業協同組合連合会 

代表理事会長 

理 事 地濱  稔 
高松市漁業協同組合連絡協議会 

会長 

理 事 柳生  忠 
小豆地区漁業組合連絡協議会 

会長 

理 事 香川 早則 
中讃地区漁業組合連合会 

会長 

理 事 小濱 福重 
三豊郡漁業組合連合会 

会長 

理 事 横山 忠始 詫間町 町長 

監 事 濵川 貞雄 
香川県漁業協同組合連合会 

監事 

監 事 片山 圭之 丸亀市 市長 

 

水産庁が今国会に提出した①漁業再建整備特別措

置法（漁特法）改正案、②水協法改正案、③漁業災

害補償法改正案、④遊漁船業適正化法改正案―の水

産４法は、参院先議のあと６月１１日の衆院本会議

で可決し、成立した。６月１９日に公布されたあと、

漁特法は７月、漁災法は１０月、水協法は来年１月、

遊漁船業適正化法は来年４月に施行予定。 
６月１１日午前に開かれた衆院農水委員会では、

４法に対し附帯決議が採択された。附帯決議の内容

は次のとおり。 

〔漁特法〕 

①漁業経営改善計画に基づく資金の貸付けが有効

かつ効率的に機能し、経営改善の実現に資するよう、

漁業者に対する適切な経営指導等につとめる、②水

産資源回復のため、森と海との一体性等を考慮した

環境保全、藻場の再生等抜本的対策を講ずるととも

に、資源回復のための減船、休漁等の取り組みに対

する資金の貸付けについては、漁業経営の安定が図

られるよう適切に対処、③漁業経営等の実態に即し

た適切な融資が行われるよう、水産金融制度の一層

の充実につとめるとともに、漁業経営に必要な資金

の円滑な融通を確保するため、中小漁業融資保証保

険制度の適切な運営、④わが国水産業をめぐる情勢

変化と現状を踏まえ、各種水産団体の位置付け・役

割を明確にしつつ、これら組織の簡素合理化等の再

編整備。 

〔水協法〕 

①資源の管理・営漁指導をはじめ、水産物の安定

供給、漁業の経営改善、漁村の活性化等、漁協等に

よる取り組みが円滑かつ適切に行われるよう、地方

公共団体とも連携し、事業・組織基盤の強化等各種

施策の積極的な推進。また、漁協の自主性を尊重し

つつ、漁協合併が促進されるよう、漁協合併促進法

等関係制度について検討しつつ、国及び地方公共団

体の取り組みを強化、②常勤理事の必置、最低出資

金額の引上げに当たっては、漁協系統の組織・事業

の実情を十分踏まえ、現場での混乱を来すことのな

いよう適切に対処、③漁協等の経営の健全性を確保

するため、破綻未然防止体制の整備及び適正運営の

確保について指導するとともに、行政検査の充実・

強化及び行政検査と連合会監査との連携の強化、④

漁協系統信用事業の健全性を確保するため、その零

細性・脆弱性等の実態を踏まえ、信用事業の整備が

迅速かつ機動的に行われるよう指導。その場合、組
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合員に対する利便性の提供が十分確保されるよう指導。

〔漁災法〕 

①本制度への一層の加入促進を図るため、漁業者

等に対して今回の改正内容を十分周知するととも

に、漁協及び漁業共済団体等の普及推進体制の充実

並びに政府・地方公共団体が実施する各種施策と本

制度との連携の強化、②漁業共済組合連合会と漁業

共済組合との合併に当たっては、漁業者の利便性が

確保されるよう適切な指導、③漁業関係の共済・保

険事業の運営の現状及び漁業経営の合理化の必要性

等にかんがみ、総合的な共済・保険制度の確立に向

けて検討。 

〔遊漁船業適正化法〕 

①遊漁船利用者の安全確保及び漁場の安定的な利

用関係を確立するため、遊漁船業者の意識の啓発と

向上及び遊漁船業者の組織化を積極的に推進。この

場合、国及び都道府県と遊漁船業関係団体が相互に

連携して指導する体制確立、②登録都道府県の地先

を越える海域での遊漁船の事故及び漁場利用上の紛

争等について、国及び関係都道府県が協力して対処

する体制を整備、③都市と漁村の共生と交流を一層

促進するため、都市住民のニーズに十分配慮し、漁

村における遊漁関連施設の充実、④近年のプレジャ

ーボートによる遊漁者の増加に対処し、水産資源の

持続的な利用を図る観点から、その実態をさらに把

握するとともに、プレジャーボートを含む遊漁・漁

業間の漁場利用の調整。（ＪＦ全漁連情報1276号より）

  ②会計学 
     ◇８月 １日(木)、８月 ６日(火)、８月 ８日(木)
   ◇８月２９日(木)、９月 ３日(火)、９月 ５日(木)
   ◇９月１９日(木)、９月２４日(火)、９月２６日(木)
３．研修時間 
    １０時 ～ １５時 
４．開催場所 
  香川県漁連会館 ４階 第１会議室 
５．その他 
    筆記用具、電卓、ノートを持参してください。 
 

 ７月２日から漁連・信漁連並びに共水連の共催に

より漁協職員を対象とした「漁協簿記」と「会計学」

の実務研修を開催しております。 
 １科目３日間で研修会を開催しておりますが、受

講者数に若干の余裕がありますので、受講希望者は

下記の日程で都合の良い日を選び、早めに漁連指導

部組織課までお申し出ください。 
記 

１．研修科目 
  ①漁協簿記‥‥取引の勘定処理、共済の勘定処理、

決算手続き、精算表の作成例題等 
  ②会計学‥‥‥企業会計原則 
２．研修日程 
  ①漁協簿記 
     ◇７月２３日(火)、７月２５日(木)、７月３０日(火)
      ◇８月２０日(火)、８月２２日(木)、８月２７日(火)
      ◇９月１０日(火)、９月１２日(木)、９月１７日(火)

さぬき市立中央小学校５年生児童５６名は、宿泊

学習の一環として「水産教室」を鴨庄漁協青年部の

全面協力のもと７月４日(木)午後２時から、さぬき

市鴨庄白方漁港にて行った。児童らは、石原青年部

長による桝網漁業、ハマチのエサやり、黒鯛の放流

などの説明を受けると早速４隻の漁船にそれぞれ乗

り込んだ。沖合５００ｍの定置網に着くと青年部員 

と一緒に

ロープを

引っ張り､

魚介類が

見えてく

ると「大き

い魚だ」、

｢たこや｣

と次々に

歓声が上 

がった。ハマチのエサやりでは、手でエサを投げ入

れると、ハマチの食べっぷりに驚きながらも「何匹

入ってるの？」といった質問があった。また、黒鯛

の放流をバケツで行った女子児童らは「早く大きく

なってね」と目を輝かせていた。 

青年部員は児童の豊かな心の成長を願いつつ、元気

な笑顔に目を細めていた。鴨庄漁協青年部担当 白井大介 

（敬称略）

本島漁協 

新任  香 川 信 久 
（平成 14 年７月１日付） 

退任  香 川 早 則 
 

桝網漁業を見学する小学生 


